
○
内
閣
府
令
第
四
十
七
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
の
届
出
の
手
続
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
の
協
議
の
手
続
）

第
三
十
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
三
十
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
当
該
市
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

事
項
を
当
該
市
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

同
上

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
二
条

第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

第
三
十
二
条

第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
及
び
法
第
三
十
二
条
第

二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
及
び
法
第
三
十
二
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
定
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県

三
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
定
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県

知
事
へ
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

知
事
へ
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
府
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


